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■会員数／1,185事業所
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【セミナー申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895　お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

10/19木・11/14火
11/28火

インボイス制度セミナー
デジタル化対応セミナー

outline
●台風13号に関する支援措置一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
●補助金・助成金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●青年部通信 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●インフォメーション（各種お知らせ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

事業環境変化対応型事業

日　時 ： 10月19日木 14：00～16：00
11月14日火 18：00～20：00

受講料 ： 無料

講　師 ： 八 木　 剛 氏
八木税務会計事務所

会　場 ： 茂原商工会議所 2階 大会議室

《主催／お問合せ》  茂原商工会議所  TEL：22-3361  FAX：23-7895  
下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはTEL、WEBからお申込みください。

セミナー内容
1. インボイス制度とは
2. 免税事業者から課税事業者に
 なるべき?
3. 登録手続きのしかた

消費税の申告をしたことがない方、登録のポイントを知りたい方に

インボイス制度セミナー
登録するか、しないかの結論を学べます

■講師 ： 八木税務会計事務所
　　　　八木　剛 氏

　大学在学中に教員免許を取得するも、実習
中に感じた「社会を知らない自分が教える立場
となっていいのか」という歯痒い気持ちから、
難関国家資格への挑戦を決断する。33歳で
試験合格。東京赤坂での勤務を経て、税理士
法人設立。2019年個人事務所を独立開業。

〈プロフィール〉

デジタル化対応セミナー売上アップを目指す！
～販路開拓に繋がる【縦型・ショート動画】の使い方～ 

セミナー内容
1. デジタル化の概要とポイント
2. デジタル化に向けた支援施策の活用
3. 縦型・ショート動画ってなに？
4. 縦型・ショート動画をはじめるべき
 3つの理由
5. 潜在顧客をファン化して売上アップ
 する3つの鍵
6. 縦型・ショート動画は踊らない！ 
 演出で差別化を図る
7. 縦型・ショート動画の撮影、編集の
 ポイント

制度改正等の課題解決環境整備事業

　デジタル技術のめまぐるしい進化で企業の経営環境は大きく変化しています。特にデジタル化の進展においては各ITツールを
正しく理解し、自社に合うものに取り組んでいく必要があります。コロナ禍でそのITツールの1つである動画コンテンツの視聴が
コロナ以前より60％以上も伸びたという調査結果も発表されました。本セミナーでは、デジタル化についてのポイントや活用
できる支援施策を解説するとともに、縦型・ショート動画（TikTok, Instagramリール, YouTubeショート, Facebookリール）
の基礎知識をお教えし、企業のショート動画プロモーション戦略事例をもとに、集客、販促、採用への活用方法を解説します。

　1957年東京都墨田区両国生まれ。旧富士
銀行（みずほ銀行）システム開発部、（社）日本
パーソナルコンピュータソフトウェア協会を
経て、2012年、（株）ソーシャルメディアマーケ
ティングを設立。SNS・動画を使ったリアル
店舗、企業の集客、ブランディングのコンサル
ティングを行っている。日本では数少ない
SNS、動画マーケティングの専門家。業界
団体、商工会議所、法人会、企業、大学での
講演、講義活動も積極的に行っている。

〈プロフィール〉

■講師 ： 株式会社ソーシャルメディアマーケティング
　　　　代表取締役 菅野 弘達 氏

日　時 ： 11月28日火 14：00～16：00

受講料 ： 無料 定　員 ： 20名（先着順）

会　場 ： 茂原商工会議所

下記申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてお申込みください。

《主催／お問合せ》
茂原商工会議所  TEL：22-3361  FAX：23-7895  

講　師 ： 代表取締役 菅野 弘達 氏
株式会社ソーシャルメディアマーケティング

かん の ひろ みち

会員増強運動を
　　　実施いたします！！

台風13号の水害により被災された中小企業の皆様に向け、支援策情報をまとめました。
詳細は、中面２ページをご確認ください。

　この度、11月、12月の2か月間で会員増強運動を実施いたします。
　茂原商工会議所は、法律で定められた地域総合経済団体であり、地域の事業者、また茂原市経済のため、
経営支援や政策提言、観光・地域振興など幅広い活動を行っております。
　今後の地域活性化に向けて、より多くの事業者に会員としてご加入いただきたいと考えております。
　会員の皆様におかれましては、当所への未加入事業者を是非ともご紹介ください。

こんな悩みはありませんか？

是非、ご相談ください！

◆ 各種コロナ支援策　◆ 経営全般に関する相談　
◆ 補助金・助成金の申請　◆ 融資制度　◆ 事業承継・M＆A　
◆ 社員研修・経営セミナー　◆ 共済・保険
◆ 専門家相談（法律・税務・労務・知財・診断士）
◆ 販路拡大（ビジネスマッチング）
　など…
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　今般の台風13号の水害により被災された市内の中小企業・小規模事業者の皆様に向け、事業の復旧・
再開に向けて立ち上がる際のお力になれるよう、政府がまとめた支援策情報をまとめました。
　詳細は、それぞれのタイトルで検索いただくか、右記QRの読み取りにより、ご確認をお願いいたします。
　また、当所でも各種相談に対応した『特別相談窓口』を開設しておりますので、ご利用いただけますよう
お願いいたします。

2.既往債務の返済条件緩和等の対応
　日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会では、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅
速化及び担保徴求の弾力化など利用者の実情に合わせて対応しています。
　お問合せ先　中小企業庁　03-3501-1511（内線：5271～5275）

3.セーフティネット保証4号の適用
　自然災害等の突発的事由（地震、台風など）により、経営の安定に支障が生じている際にご利用いただけます。

4.小規模企業共済災害時貸付の適用
　50万円以上の借入限度額を有する共済契約者であり、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業を有し、かつ、当該
災害の影響により下記用件に該当し、その旨の証明を商工会議所含む相当の団体から受けていることが適用条件となります。

台風13号に関する支援措置一覧

1.災害復旧貸付

5.セーフティネット資金

日本政策金融公庫千葉支店 商工組合中央金庫千葉支店
国民生活事業　3千万円
中小企業事業　1億5千万円

定めなし

10年以内（2年以内）
設備資金　20年以内（3年以内）
運転資金　10年以内（3年以内）

国民生活事業　0570-037502
中小企業事業　043-243-7121

融資限度額

融資期間
（据置期間）

お問合せ先 043-248-2345

（1） 災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接または間接的に被害を受け、又は受ける
 恐れが生じたとして都道府県から指定の要請がある場合かつ国として必要があると認めた場合
（2） 災害救助法が適用された災害及び地域

（1） 指定地域において１年間以上継続して事業を行っている
（2） 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則直近1か月の売上高などが前年同月と比べて
 20％以上減少することが見込まれる

対 象 資 金　　経営安定基金
保証限度額　　無担保　8,000万円
　　　　　　　普　通　2億円
保　証　人　　原則第三者保証人は不要

災害の指定基準

対象中小企業者

保証条件

（1） 被災区域内にある事業所または主要な資産について、全壊・流失・半壊・床下浸水その他これらに準じる
 損害を受けていること
（2） 当該災害の影響を受けた後、原則として1か月の売上高が前年同月と比べて減少することが見込まれること

納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割～9割を乗じて得た額または1,000万円

500万円以下（3年） 505万円以上（5年）

対象者

借入限度額
（どちらか少ない額）

借入金額（借入期間）
中小機構（共済事業グループ 小規模共済融資課）　03-3433-8811お問合せ先

大雨により被害を受けた中小企業者

  市町村長から以下の認定を受けた中小企業者
（1） 指定地域において１年以上継続して事業を行っている
（2） 台風による影響を受けた後、１か月間の売上が前年同月と
 比べて20％減少し、その後2か月も同様の見込みであること

運転資金及び設備資金
8,000万円以内
被災の事実を証明する書類が必要

融資対象

一般枠 市町村認定枠

資金用途
融資限度額

相談、お申込みは、各金融機関へ
備考

お問合せ先

補助金・助成金 （10月2日時点）

茂原市では、市内事業者が抱える様 な々問題に対応し、事業活動を活性化させる取り組みに
対し、予算の範囲内で助成をしております。ぜひ、ご活用ください。

・市内に本社又は事業用の事務所・工場・店舗等を有すること。
・中小企業者及び小規模事業者であること。
・事業支援が必要と茂原商工会議所が認めること。

【対象】

茂原市役所商工観光課　TEL 0475-20-1528【お問合せ先】

【支援メニュー一覧】

■茂原市中小事業者サポート補助金 ～経営向上に向けた取り組みを行う市内事業者を補助金でサポートします～

支援メニュー 内　　　容 補助率 補助上限額 備　　考
ウェブページ作成・改修 自社ウェブページの新規作成・改修に

係る経費
1/2以内 10万円 市内事業者に委託した

場合、上限額15万円
カタログパンフレット作成 自社の事業内容や製品をPRする企業間取引向け

のカタログ・パンフレット作成に係る経費
1/2以内 5万円 市内事業者に委託した

場合、上限額10万円

インターンシップ受入 インターンシップ受入に係る経費 1名につき１日5千円 受入期間のうち、補助対象
経費となる期間は最大5万円

従業員の研修受講 従業員の研修受講に係る経費 1/2以内 10万円
インバウンド推進 インバウンド受入に係る経費 1/2以内 15万円
空き店舗活用 空き店舗を活用し、事業を行う際に

必要な経費
1/2以内 20万円

コワーキングスペース整備 新たにコワーキングスペースを整備
する際に係る経費

1/2以内 30万円

展示会出展 展示会出展に係る経費 1/2以内 30万円

■その他（補助金・助成金）の詳細は、それぞれのタイトルで検索いただくか、下記QRの読み取りにより、ご確認をお願いいたします。

ものづくり・商業・サービス生産性向上推進補助金

事業再構築補助金 補助金・助成金検索ツール（茂原商工会議所）

IT導入補助金

業務改善助成金

事業承継・引継ぎ補助金

■小規模事業者持続化補助金（一般型）
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等が持続的な経営に向けた経営計画、販路開拓等
の取り組みや、販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する
経費の一部を補助します。

【対　　象】 小規模事業者等
【補助上限】 50万円（または200万円）
　　　　　　　　※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円の上乗せ

【補 助 率】 2 / 3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4）
【公募スケジュール】 第14回締切：12月5日（火）
　　　　　　　　　　　　　　※第14回締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し採択発表を行います。

（10月2日時点）
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日本政策金融公庫貸付金利改定のお知らせ

○経営改善貸付  年1.20％（R5 10.2現在）

小規模企業共済・倒産防止共済についての
お問合せは
茂原商工会議所　ＴＥＬ 22-3361

■連鎖倒産から中小企業を守ります！
取引先企業の倒産による連鎖倒産から事業主を守る
共済制度です。
1 最高8,000万円の共済の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
3 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4 一時貸付金制度も利用できます。

倒産防止共済制度■個人事業主や会社役員のみなさんを応援
　する国の共済制度です！
小規模企業の、個人事業主又は会社等の役員の方
がやめられたり退職されたりした場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と
いえるものです。

安心・確実な国の共済制度

掛金にも共済金にも税制上のメリット

事業資金等の貸付制度も充実

ライフプランに合わせた共済金の受取方法

小規模企業共済制度ご案内

◆この制度の特徴

◆引受保険会社　－順不同－

●集団扱の契約者となれるのは茂原商工会議所会
員事業所及びその役員、従業員の方々が加入でき
ます。

●自動車保険の保険料が一般で加入した場合と比
べて年払いなら５％割引、月払いでも分割割増が
ありませんので、実質保険料が割安になります。

●保険料は保険開始月の２ヶ月後にご指定の口座よ
り自動引落しとなりますので、加入時に現金のご
用意は不要です。

●他の保険会社等（一部共済を除く）から切替えて
も無事故割引が継承できます。

※上記は「集団扱自動車保険の概要」をごく簡単に説明したもの
です。詳しい内容を記載した「パンフレット」「重要事項説明
書」をご覧ください。また、ご不明な点、具体的な手続きその他
詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問合
せください。

更新日が近い方は、今すぐお電話を。更新日が近い方は、今すぐお電話を。

集団扱自動車保険のご案内集団扱自動車保険のご案内

あいおいニッセイ同和損保 TEL：0475-23-5311

損保ジャパン TEL：0475-20-3527

AIG損害保険 TEL：043-382-4020
　　　　　　　　　　　　　　　(A06A151176)

茂原商工会議所・中小企業相談所
住所：茂原市茂原443番地
ＴＥＬ：22-3361　ＦＡＸ：23-7895　

「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します
「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します

弁護士による法律相談を行っています

●中小企業における「経営革新・業種変更」「創業・
　ベンチャービジネス」及び「よろず相談」等の、窓口
　相談と支援を行っています。

●相談日
　10/16月・11/22水
●時間は、14時30分～
●相談料　無　料
●事前予約が必要となります。
※詳細はHPをご覧ください。 URL https://www.mobara-cci.or.jp

当所会員の方は
お気軽にお問合せください。

要 予 約要 予 約

茂原商工会議所・中小企業相談所
お問合せ

ＴＥＬ：22-3361

千葉県信用保証協会による
相談会を実施
千葉県信用保証協会による
相談会を実施

相談料無料

会員企業
限定

各種紹介（茂原商工会議所）

詳細は、下記QRの読み取りにより、ご確認をお願いいたします。

※11月19日（日）に第165回日商簿記検定
　が実施されます。
　受付期間は、10月20日（金）まで
　となります。
　QRから詳細をご覧ください。

会館・備品貸出
▼

検定試験
▼

青年部・女性会
▼

労務支援
▼

経営支援
▼

　9月21日（木）青年部は臨時総会を開催し、令和6年度会長に小幡佳央里氏（現・県青連出向者）を選出し、満場
一致で承認しました。
　又、同総会において、次年度県青連出向者に今井裕敏氏（現・監事、千葉県青連会長）、原田佑介氏（現・監事）、
が選出されました。

青年部通信

「小幡 佳央里 氏（株式会社 小幡屋根工事）」が茂原YEG（商工会議所青年部）令和6年度会長に決定！！

藍会長挨拶 来年度会長の挨拶 臨時総会の様子 集合写真

県商女連創立35周年記念事業・Cブロック事業に参加

女性会だより

　9月27日（水）・28日（木）、Cブロック事業・県商女連創立35周年記念事業に16名で参加しました。
　今年度は八街女性会がブロック長、当所女性会（秋葉一子会長）が副ブロック長となり、9月27日は、小湊鐵道㈱
観光客誘致課係長 飯村大介氏より「地域との連携」についてご講演いただきながら、トロッコ列車にて昼食をとり
ました。また、県商女連35周年記念事業として鴨川グランドホテルにて㈱千葉銀行取締役専務執行委員 淡路睦氏
より「なぜダイバーシティを推進するのか」についての講演を拝聴しました。
　9月28日は、割烹かたおかでの昼食後、東部台文化会館にて茂原市役所商工観光課職員3名による「茂原市の
ロケツーリズム」についての講演を拝聴しました。
　2日間天候に恵まれ、たくさんの自然に触れ、県内他女性会と交流を深めることができ、有意義な研修会と
なりました。

トロッコ列車前での様子 講演会の様子1
（なぜダイバーシティを推進するのか）

講演会の様子2
（茂原市のロケツーリズム）

佐藤会長と撮影
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いつも広報誌を購読いただき、ありがとうございます。
会員のみなさまのご意見、ご感想をお聞かせください。
　
今後の広報誌制作の参考にさせていただき、会員のみなさまの
お役に立てる「商工もばら」を作り上げていきたいと思います。
お問合せ内容も含めてQRより受け付けておりますので、
よろしくお願いいたします！

みなさまのお声をお聞かせください

当所ホームページ内
『茂原商工会議所会員“製造業”紹介ページ』に
自社情報を掲載しませんか！？

　取引先を求めて、茂原商工会議所ホームページをご覧になった方が、“探して

いる業種”で会員事業所（製造業等）を検索できるものです。

　掲載内容は、企業概要や自社PRに加え、製品情報や設備情報の他、地図や

写真など幅広い情報を、原則無制限に掲載できます。

　掲載費用は無料で、回答フォームに回答をご入力いただくだ

けで、簡単に自社をアピールできます。また、掲載内容の更新も

可能であり、簡易的なホームページとしての活用も可能です！

製造業紹介ページとは？

申込から掲載までの流れ

自社ページの完成！

⬇

⬇

⬇

⬇

下記QRより申込用紙をダウンロード！

申込用紙に内容をご記入の上、会議所へFAX！

申込用紙にご記入いただいたアドレス宛に
事務局より回答フォームが届きます！

回答フォームを入力しメールで返信！

事務局の方でページを作成⇒事業所で内容確認

◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！
気になるお店を見つけて、ぜひ足を運んでみてください！

■講師 ： 株式会社ローカルカンパニー
　　　　代表 伊藤 隆光 氏

　経営革新・補助金などに対応した事業計
画書の作成支援を5年間で120社ほど実施
している。理論よりも現場での実践経験を
重視している。

中小企業診断士、キャリアコンサルタント

〈プロフィール〉

　販路開拓を目的とした小規模事業者持続化補助金のほか、思い切った挑戦を支援する事
業再構築補助金などに対応しています。また、物価高騰に負けない事業計画作成のポイント
を中心に解説します。「補助金を活用して事業を加速させたい」「事業計画書を具体的に作り
こみたい」といったことでお悩みの経営者様のご参加をお待ちしています！

【セミナー申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895　お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

日　時 ： 11月8日水 18：00～20：00

受講料 ： 無料 定　員 ： 先着15名様

講　師 ： 代 表 伊藤 隆光 氏

株式会社ローカルカンパニー

会　場 ： 茂原商工会議所

◆お問合せ　TEL：22-3361
■お申込み方法　下記申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにてお申込みください。

セミナー内容
１．政府支援施策の概要
２．採択事例から学ぶ事業計画
３．事業計画書の書き方
４．補助金申請で採択されるポイント

事業環境変化対応型支援事業

経営計画作成セミナー
令和5年12月締切にまだ間に合う！

ビジネス情報同封サービス（有料）

サイズ

ご利用料金

お申込み

状　態

納　品 方　法

期　日

発行部数

注意事項

お問合せ先

A3 A4

40,000円＋（10％消費税） 20,000円＋（10%消費税）

同封希望月の前月末まで

二つ折り そのまま

郵送または持参

発行日の5日前まで（土日祝日を除く）

随時確認

発行月ごとに1事業所1枚のみ利用可能

22-3361（広報担当）

　当所広報誌「商工もばら」へチラシを同封するサービスで、会員企業への宣伝ができ
るサービスです。
　茂原商工会議所会報「商工もばら」にあなたの会社の商品やイベント情報を同封し、
約1,200社の会員事業所様へPRしませんか！？
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いつも広報誌を購読いただき、ありがとうございます。
会員のみなさまのご意見、ご感想をお聞かせください。
　
今後の広報誌制作の参考にさせていただき、会員のみなさまの
お役に立てる「商工もばら」を作り上げていきたいと思います。
お問合せ内容も含めてQRより受け付けておりますので、
よろしくお願いいたします！

みなさまのお声をお聞かせください

当所ホームページ内
『茂原商工会議所会員“製造業”紹介ページ』に
自社情報を掲載しませんか！？

　取引先を求めて、茂原商工会議所ホームページをご覧になった方が、“探して

いる業種”で会員事業所（製造業等）を検索できるものです。

　掲載内容は、企業概要や自社PRに加え、製品情報や設備情報の他、地図や

写真など幅広い情報を、原則無制限に掲載できます。

　掲載費用は無料で、回答フォームに回答をご入力いただくだ

けで、簡単に自社をアピールできます。また、掲載内容の更新も

可能であり、簡易的なホームページとしての活用も可能です！

製造業紹介ページとは？

申込から掲載までの流れ

自社ページの完成！

⬇

⬇

⬇

⬇

下記QRより申込用紙をダウンロード！

申込用紙に内容をご記入の上、会議所へFAX！

申込用紙にご記入いただいたアドレス宛に
事務局より回答フォームが届きます！

回答フォームを入力しメールで返信！

事務局の方でページを作成⇒事業所で内容確認

◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！
気になるお店を見つけて、ぜひ足を運んでみてください！

■講師 ： 株式会社ローカルカンパニー
　　　　代表 伊藤 隆光 氏

　経営革新・補助金などに対応した事業計
画書の作成支援を5年間で120社ほど実施
している。理論よりも現場での実践経験を
重視している。

中小企業診断士、キャリアコンサルタント

〈プロフィール〉

　販路開拓を目的とした小規模事業者持続化補助金のほか、思い切った挑戦を支援する事
業再構築補助金などに対応しています。また、物価高騰に負けない事業計画作成のポイント
を中心に解説します。「補助金を活用して事業を加速させたい」「事業計画書を具体的に作り
こみたい」といったことでお悩みの経営者様のご参加をお待ちしています！

【セミナー申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895　お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

日　時 ： 11月8日水 18：00～20：00

受講料 ： 無料 定　員 ： 先着15名様

講　師 ： 代 表 伊藤 隆光 氏

株式会社ローカルカンパニー

会　場 ： 茂原商工会議所

◆お問合せ　TEL：22-3361
■お申込み方法　下記申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにてお申込みください。

セミナー内容
１．政府支援施策の概要
２．採択事例から学ぶ事業計画
３．事業計画書の書き方
４．補助金申請で採択されるポイント

事業環境変化対応型支援事業

経営計画作成セミナー
令和5年12月締切にまだ間に合う！

ビジネス情報同封サービス（有料）

サイズ

ご利用料金

お申込み

状　態

納　品 方　法

期　日

発行部数

注意事項

お問合せ先

A3 A4

40,000円＋（10％消費税） 20,000円＋（10%消費税）

同封希望月の前月末まで

二つ折り そのまま

郵送または持参

発行日の5日前まで（土日祝日を除く）

随時確認

発行月ごとに1事業所1枚のみ利用可能

22-3361（広報担当）

　当所広報誌「商工もばら」へチラシを同封するサービスで、会員企業への宣伝ができ
るサービスです。
　茂原商工会議所会報「商工もばら」にあなたの会社の商品やイベント情報を同封し、
約1,200社の会員事業所様へPRしませんか！？
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茂原商工会議所アドレス https://www.mobara-cci.or.jp

商工もばら 第587号
（毎月1回発行）
発行所：茂原商工会議所
　　　 茂原市茂原443番地　
　　　 tel.22-3361㈹
発行責任者：河野万由美
編集責任者：石野　里実

■会員数／1,185事業所
　（令和5年9月30日現在）

O c t o b e r
102023

【セミナー申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895　お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

10/19木・11/14火
11/28火

インボイス制度セミナー
デジタル化対応セミナー

outline
●台風13号に関する支援措置一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
●補助金・助成金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●青年部通信 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●インフォメーション（各種お知らせ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

事業環境変化対応型事業

日　時 ： 10月19日木 14：00～16：00
11月14日火 18：00～20：00

受講料 ： 無料

講　師 ： 八 木　 剛 氏
八木税務会計事務所

会　場 ： 茂原商工会議所 2階 大会議室

《主催／お問合せ》  茂原商工会議所  TEL：22-3361  FAX：23-7895  
下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはTEL、WEBからお申込みください。

セミナー内容
1. インボイス制度とは
2. 免税事業者から課税事業者に
 なるべき?
3. 登録手続きのしかた

消費税の申告をしたことがない方、登録のポイントを知りたい方に

インボイス制度セミナー
登録するか、しないかの結論を学べます

■講師 ： 八木税務会計事務所
　　　　八木　剛 氏

　大学在学中に教員免許を取得するも、実習
中に感じた「社会を知らない自分が教える立場
となっていいのか」という歯痒い気持ちから、
難関国家資格への挑戦を決断する。33歳で
試験合格。東京赤坂での勤務を経て、税理士
法人設立。2019年個人事務所を独立開業。

〈プロフィール〉

デジタル化対応セミナー売上アップを目指す！
～販路開拓に繋がる【縦型・ショート動画】の使い方～ 

セミナー内容
1. デジタル化の概要とポイント
2. デジタル化に向けた支援施策の活用
3. 縦型・ショート動画ってなに？
4. 縦型・ショート動画をはじめるべき
 3つの理由
5. 潜在顧客をファン化して売上アップ
 する3つの鍵
6. 縦型・ショート動画は踊らない！ 
 演出で差別化を図る
7. 縦型・ショート動画の撮影、編集の
 ポイント

制度改正等の課題解決環境整備事業

　デジタル技術のめまぐるしい進化で企業の経営環境は大きく変化しています。特にデジタル化の進展においては各ITツールを
正しく理解し、自社に合うものに取り組んでいく必要があります。コロナ禍でそのITツールの1つである動画コンテンツの視聴が
コロナ以前より60％以上も伸びたという調査結果も発表されました。本セミナーでは、デジタル化についてのポイントや活用
できる支援施策を解説するとともに、縦型・ショート動画（TikTok, Instagramリール, YouTubeショート, Facebookリール）
の基礎知識をお教えし、企業のショート動画プロモーション戦略事例をもとに、集客、販促、採用への活用方法を解説します。

　1957年東京都墨田区両国生まれ。旧富士
銀行（みずほ銀行）システム開発部、（社）日本
パーソナルコンピュータソフトウェア協会を
経て、2012年、（株）ソーシャルメディアマーケ
ティングを設立。SNS・動画を使ったリアル
店舗、企業の集客、ブランディングのコンサル
ティングを行っている。日本では数少ない
SNS、動画マーケティングの専門家。業界
団体、商工会議所、法人会、企業、大学での
講演、講義活動も積極的に行っている。

〈プロフィール〉

■講師 ： 株式会社ソーシャルメディアマーケティング
　　　　代表取締役 菅野 弘達 氏

日　時 ： 11月28日火 14：00～16：00

受講料 ： 無料 定　員 ： 20名（先着順）

会　場 ： 茂原商工会議所

下記申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてお申込みください。

《主催／お問合せ》
茂原商工会議所  TEL：22-3361  FAX：23-7895  

講　師 ： 代表取締役 菅野 弘達 氏
株式会社ソーシャルメディアマーケティング

かん の ひろ みち

会員増強運動を
　　　実施いたします！！

台風13号の水害により被災された中小企業の皆様に向け、支援策情報をまとめました。
詳細は、中面２ページをご確認ください。

　この度、11月、12月の2か月間で会員増強運動を実施いたします。
　茂原商工会議所は、法律で定められた地域総合経済団体であり、地域の事業者、また茂原市経済のため、
経営支援や政策提言、観光・地域振興など幅広い活動を行っております。
　今後の地域活性化に向けて、より多くの事業者に会員としてご加入いただきたいと考えております。
　会員の皆様におかれましては、当所への未加入事業者を是非ともご紹介ください。

こんな悩みはありませんか？

是非、ご相談ください！

◆ 各種コロナ支援策　◆ 経営全般に関する相談　
◆ 補助金・助成金の申請　◆ 融資制度　◆ 事業承継・M＆A　
◆ 社員研修・経営セミナー　◆ 共済・保険
◆ 専門家相談（法律・税務・労務・知財・診断士）
◆ 販路拡大（ビジネスマッチング）
　など…


